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夏休みの過ごし方について 

 

 お子さんにとって、楽しい夏休みがやってまいります。この長い夏休みは、お子さん自身の計画

に基づいた自立的な生活や学習を身に付けさせるよい機会であると考えます。 

学校では、夏休みに入る前に『夏休みの過ごし方』について十分指導いたしますが、ご家庭でも、

お子さんと次の点についてご確認いただき、健康で、有意義な夏休みが過ごせますようご配慮をお

願いします。 

 

１ 生活について（計画的で規律のある生活） 

 各ご家庭で、お子さんと一緒に、基本的な生活習慣を振り返ってみましょう。規則正しい生活は、夏休

み明けの授業の大切な準備ともなります。 

 

 ＜自立心が育ちます＞ 

○早寝、早起きをして、規則正しい生活をしましょう。 

 ○約束した帰宅時刻を守りましょう。 

 ＜ものを大切にする心が育ちます＞ 

 ○脱いだ履物をそろえたり、自分の衣服をたたんだり、整理整頓をしましょう。 

 ＜明るい心、感謝する心が育ちます＞ 

 ○「おはよう」や「はい」など、あいさつや返事をしましょう。 

 ＜思いやりの心が育ちます＞ 

 ○相手やその場に応じた、やさしい言葉遣いや、ていねいな言葉遣いをしましょう。 

 ＜学習意欲が育ちます＞ 

 ○宿題や家庭学習を計画的にしましょう。 

 ＜公共心、公徳心が育ちます＞ 

 ○家の手伝いや仕事を分担し、決められた仕事をしましょう。 

   

 

２ 健康や安全、節度ある生活について（交通事故防止、非行防止） 

 ○インフルエンザや風邪、食中毒等の予防のために、うがい・手洗いをこまめにしましょう。 

 ○適度な運動をしましょう。外で遊ぶ時は帽子をかぶるようにしましょう。 

 ○食べ過ぎや飲みすぎに、気をつけましょう。 

 ○むし歯やその他の病気は、早めに治療しましょう。 

 ○学校のプールに積極的に参加しましょう。必ず印を押した水泳カードを持ってきましょう。 

 

・プールの時間帯 

  ①９：００～１０：２０    ②１０：４０～１２：００  

  

 

 



○危険な場所では遊ばないようにしましょう。 

  ・工事現場の近く、線路、川など。 

・ボール遊び、ローラーブレード、スケートボード、一輪車など道路ではやりません。 

 ○交通規則を守りましょう。（飛び出し、自転車二人乗り、無灯火などはしません。） 

 ○自転車は、交通ルールを守って乗りましょう。 

  ・１年生、２年生、３年生は、原則として保護者同伴で乗りましょう。 

  ・４年生、５年生、６年生は、原則として、学区内で乗りましょう。 

 ○子どもたちだけで、遠出をしないようにしましょう。 

・「だれと」「どこへ」「何しに」「いつ帰る」をいつもはっきりさせておきましょう。 

 ○万引き、金品の持ち出し、悪い遊び等問題を起こしやすい時期でもあります。子どもの言動、服装、

お金の使い方（“無駄遣い”、“おごるおごられる”はしない）、持ち物等にご注意ください。 

○子どもたちだけで、ゲームセンターに出入りをしないようにしましょう。 

○午後５時には、帰宅しましょう。（市の合図 チャイム） 

 ○花火は大人の人と一緒にやり、後始末もしっかりやりましょう。 

 ○知らない人の甘い言葉に誘われたり、車に乗ったりしないようにしましょう。 

 ○危険を感じた時は、近くの家や「子ども１１０番の家」に避難させてもらいましょう。 

 ○電話で住所や電話番号を聞かれても教えないようにしましょう。 

 ○雷雨時の避難のしかた、用水、川などでの危険について、話し合っておきましょう。 

  

３ 体験や学習について（親子のふれあい） 

 普段できないことにゆとりをもって取り組むことができます。それぞれのご家庭の考えや条件に合

わせ計画が活かせる学習にご協力ください。また学校ではなかなかできない体験や活動を家族の方と

一緒にやってみましょう。 

○時間を決め、計画的に学習しましょう。 

  ※ 観察する・調べる・記録する・まとめる・練習する・チャレンジする・作品や研究物を 

    仕上げるなど 

○積極的に読書をしましょう。 

 

４ その他 

夏休み期間       ７月２０日（土）～９月１日（日） 

 親子清掃        ８月２４日（土）  

２学期始業式      ９月 ２日（月） 普段の登校と同じです。 

《緊急の場合》 

万一、お子さんに事故等が発生したり、入院、火災などが起こったりには、すみやかに学校にご連絡

ください。 

さくら小学校 

☎ 学校 ０４８０－４３－０６２３ 

 ※不審者に関する情報などは、幸手警察署へご連絡ください。 

 


